
建設副産物Ｑ＆Ａ 「産業廃棄物の品目って何があるの？」

◇産業廃棄物の品目は法律上２０品目だけ
建設業の現場では産業廃棄物を分別する際、廃石膏ボードやダンボール、コンクリートガ

ラなどいろいろな種類があります。（住宅新築廃棄物の処理に関する調査報告書 参照）
しかし、実は廃棄物処理法上では産業廃棄物は上記の20品目に分類されます。現場や工
事の内容にもよりますが建設業に関わる品目はそのうち■の８品目程度になります。
現場で同じ紙くずでもダンボールとその他の紙くずを分けるというように細かく分別をする

ことで産業廃棄物のリサイクル率を上げたり、有価物として処理できるようにしたりすること
ができます。そのため、現場では法律上の品目よりもより細かく分別する必要があります。

産業廃棄物の品目って何があるの？Ｑ．

産業廃棄物の品目は全部で２０品目
あります。Ａ．

法律上の品目以上の現場分別はリサイクル率向上のため。

今回のポイント

■廃プラスチック類

■紙くず※

■木くず※

■繊維くず※

■金属くず
■ガラスくず及び

陶磁器くず

□鉱さい
□ばいじん

□動植物性残さ※

□動物系固形不要物※

□動物の糞尿※

□動物の死体※

□１３号廃棄物

■がれき類
■汚泥
□燃え殻
□廃油
□廃酸
□廃アルカリ
□ゴムくず

産業廃棄物２０品目

■：建設業に関わる品目 □：建設業ではあまり関わらない品目

※業種指定のある品目
→特定の業種が排出すれば産業廃棄物、その他の業種が出せば事業系一般廃棄物

となる。

一般社団法人 日本木造住宅産業協会


